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精神障害等事案に係る ｢脳･心臓疾患/精神障害処理経過簿システム

操作マニュアル｣の一部改正について

精神障害等事案に係る処理経過簿 (以下 ｢処理経過簿｣という｡)については､平

成 15年 12月･12日付け基労補発第1212001号 ｢脳 ･心臓疾患及び精神障害等事案

に係る処理経過簿の様式の電子化等について｣により作成が指示され､同日付け職

病業認定対策室長事務連絡 ｢脳･心臓疾患及び精神障害等事案に係る処理経過痔の電

子化について｣の別添2 ｢脳･心臓疾患/精神障害処理経過停システム操作マニュア

ル｣(以下 ｢換作マニュアル｣とい う｡)により具体的換作方準を示しているところ

であるが､今般､精神障害の発病と労働時間との関係資料を収集する観点から､精

神障害等事案に係る労働時間に関するデータを把握することとした｡

ついては､操作マニュアルの一部を別紙のとおり改正し､本年4月 1日から適用

することとしたので､下記に留意のうえ取 り扱われたい｡

記

1 改正内容

操作マニュアル ｢7.処理経過薄 ｣の ｢データ入力例 (精神障害等)｣(8貫記

載の事項)中､｢備考j欄に､精神障害の発病に関与した出来事が発生した月 (以

下 ｢出来事発生月｣という｡)から精神障害が発病した月 (以下 ｢発病月｣という｡)

までの間における1カ月平均の時間外労働時間数を ｢時間外〇〇時間｣と入力す

ることとし､同 ｢備考｣欄の記載要領を別紙のとおり改める｡

2 ｢備考｣欄に入力する時間外労働時間数の算定方法

入力する時間外労働時間数は､事案ごとに､出来事発生月から発病月までの間

における1カ月平均の時間外労働時間数とし､次により算定すること｡



(1) 時間外労働時間数は､｢所定休日労働時間数｣と ｢所定時間外労働時間数｣を

合計したものとし､算定に当たっては､平成 12年 3月24日付け補償課長事

務連絡第3号 ｢心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断における事

務処理について｣の別添調査票の様式3 ｢労働時間等の調査結果｣中の ｢所定

休 日労働時間数｣と ｢所定時間外労働時間数｣を用いること (別添参照)｡

(2) 算定する期間は､出来事発生月から発病月までとし､当該期間の月ごとの時

間外労働時間数を合計した後､当該期間の月数で除算し､月平均の時間外労働

時間数を算出すること｡算出に当たっては､次の点に留意すること｡

ア 算定する月の期間は出来事発生月及び発病月を含めた月とすること｡

なお､出来事発生月と発病月が同月である場合の算定する期間は1カ月

であることO

(例) 1月上旬に出来事があり､6月下旬頃に発病した場合

月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 ■合 計

451時間 ÷ 6か月 ≒ 75時間 ※小数点第 1位を四捨五入

イ 出来事発生の時期に幅がある場合 (例えば1月下旬から2月上旬頃)は､

早い時期 (1月)を出来事発生月として算出すること｡

ウ 発病時期に幅がある場合 (例えば5月中旬から6月上旬頃)は､遅い時

期 (6月)を発病月として算出すること｡

エ 複数の出来事がある場合は､先発の出来事が発生した時期を出来事発生

月とする｡

3 人力対象事案

平成20年4月1日以降に支給決定を行った事案について入力すること｡

なお､平成 17年度から19年度に支給決定を行った事案についても､時間外

労働時間数を把握する必要があるので､労働局に保存している当該年度の処理経

過簿 (ェクセルフアイル)の ｢備考｣欄に上記2の方掛 こより算定した時間外労

働時間数を入力した後､平成 17年度ファイル及び 18年度ファイルについては

本年 2月 22日 (金)までに､また､平成 19年度ファイルについては本年4月

10日 (木)までに､労働基準行政情報システムの全国掲示板に掲載されたい｡



(別紙)

操作マニュアルの8頁 ｢7,処理経過簿｣の ｢データ入力例 (精神障害等)｣中の備考欄について､

次のように改正する｡

(改正後)



データ入力例 (精神陣容等)
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処理状況により､行の色が異なります｡
処理済･･･灰色
未処理(6ケ月未満)･目処現前と同様
未処理(6ケ月以上1年未満)- 黄色
未処理(1年以上)I･･ピンク色

白色:入力不可
黄色:自由入力
青色IUスト入力



(別添)

様式 3

発病前の労働時間等

労 働 時 間 等 の 調 査 結 果 (氏名 : )

＼ 17年 11月 17年 12月 18年 1月 18年 2月

所 定 出 勤 日数 21日 19日 19日 20日

所 定 休 日 日数 9日 12日 12日 8日

欠 勤 日 数 0日 0日 0日 0日

有給休暇取得 日数 0日 0日 0日 0日

所定休 日労働 目数 0日 0日 4日 4日

所定休日労働時間数 0時間 0時間 30時間 31時間30分

20時間45分 p 22時間30分 51時間 70時間30分

＼ ＼ 18年 '3月 18年 4月 18年 5月 18年 6月

所 定 出 勤 日数 21日 20日 1_9日 20日

所 定 休 日 日数 ･10日 .10日 12日 10日

欠 勤 目 数 0日 0日 0日 0日

有給休暇取得 日数 0日 0日 0日 0日

所定休 日労働 日数 3日 3日 3日 2日

所定休日労働時間数 20時間30分 25時間 21時間15分 16時間

＼ 年 月 年 月 年 月 年 月

所 定 出 勤 日数

所 定 休 日 日数

欠 勤 日 数

有給休暇取得 日数

所定休 日労働 日数

所定休日労働時間数

調査結果を作成するに当たっての資料
①タイムカー ド ②出勤簿 ③賃金台帳 ④その他 (

※起算日は各月 日

作成に当たっての特記事項)
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